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付録 3.5.1 

一般原則 

 

              3.5.1.1 条 

 

１ 動物の個体識別及び動物のトレーサビリティは、（人獣共通感染症を含む）動物の

健康と食品安全の問題に対処するための道具である。これにより、疾病の発生及び

食品安全に係る事件の制御、ワクチン接種計画、群の管理、地域化及びコンパート

メント、サーベイランス、早期対応及び通報システム、動物移動管理、検査、認証、

貿易の公正な実施並びに動物用医薬品、飼料及び農薬の農場での使用などの措置の

効果を著しく高めることができる。 

２ 動物の個体識別と、動物及び動物由来製品のトレーサビリティは、密接に関連して

いる。 

３ 動物のトレーサビリティと動物由来製品のトレーサビリティは、関連する OIE 基準

及びコーデックス規格を考慮し、動物の生産及びフードチェーン全体を通じたトレ

ーサビリティを達成するために、連携できるものとすべきである。 

４ 特定の国、地域又はコンパートメントにおける、動物の個体識別と動物のトレーサ

ビリティの目的及び用いられるアプローチは、対処すべきリスクの評価及び下記に

挙げる要因の検討に基づいて、明確に定義すべきである。これらは、実施前に、獣

医当局と関連分野・関係者との間で協議を通じて定義し、さらに、定期的に見直す

べきである。 

５ 多様な要因によって、動物の個体識別及び動物のトレーサビリティを実施するため

のシステムが決定される。システムを設計する際には、以下の要因を考慮すべきで

ある。リスク評価の結果、動物及び公衆衛生の状況（人獣共通感染症を含む）並び

に関連するプログラム、動物集団の指標（種及び品種、数及び分布など）、生産方

式、動物の移動様式、利用可能な技術、動物及び動物由来製品の貿易、費用／利益

分析、その他の経済、地理的及び環境に関する配慮、文化的側面などである。 

６ 動物の個体識別と動物のトレーサビリティは、獣医当局の責任のもとに置かれるべ

きである。ただし、他の当局が、食品のトレーサビリティを含んだフードチェーン

の他の側面についての権限を持つこともある。 
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７ 獣医当局は、関連行政機関と共に、また民間部門と協議し、自国における動物の個

体識別及び動物のトレーサビリティを実施及び執行するための、法的な枠組みを構

築すべきである。適合性と一貫性を確保するために、関連する国際基準と義務を考

慮すべきである。この法的枠組みは、目的、対象、識別と登録に用いる技術の選択

を含んだ組織の構築、トレーサビリティ・システムを実施する第三者等の関係者の

義務、機密性、アクセスのしやすさ、効率的な情報交換といった要素を含むべきで

ある。 

８ 選択した動物の個体識別システム及び動物のトレーサビリティの目的に関わらず、

法的枠組み、手続き、権限のある当局、施設/所有者の特定、動物の個体識別及び

動物の移動状況などの一連の共通する基本的要因について、実施前に考慮されなけ

ればならない。 

９ 達成規準による同等の成果が、設計規準による同一のシステムよりも、動物の個体

識別システム及び動物のトレーサビリティの比較の根拠となるべきである。 


